
昭
和
三
十
四
年
四
月
二
十
八
日
受
領 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
質
問
の 

五
） 

答

弁

第

五

号 

   
衆
議
院
議
員
神
田
大
作
君
提
出
日
本
油
糧
工
業
協
同
組
合
連
合
会
に
対
す
る
外
貨
割
当
不
正
行
使
及
び
不
正

業
務
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
三
一
第
五
号 

昭
和
三
十
四
年
四
月
二
十
八
日 

衆

議

院

議

長 
加 
藤 

鐐 

五 

郞 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

岸 
 

信 

介 

一 

 



 

三 

衆
議
院
議
員
神
田
大
作
君
提
出
日
本
油
糧
工
業
協
同
組
合
連
合
会
に
対
す
る
外
貨
割
当
不
正
行
使 

及
び
不
正
業
務
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一 

輸
入
大
豆
の
割
当
に
つ
い
て 

昭
和
二
十
八
年
度
か
ら
始
ま
つ
た
輸
入
大
豆
の
外
貨
割
当
は
、
昭
和
二
十
九
年
度
ま
で
は
主
と
し
て
大
規
模

の
三
十
三
工
場
を
対
象
と
す
る
個
別
割
当
で
あ
つ
た
が
、
昭
和
三
十
年
度
か
ら
は
、
大
豆
抽
出
設
備
を
有
す
る

中
小
規
模
の
四
十
五
工
場
に
対
し
て
、
中
小
企
業
対
策
の
一
環
と
し
て
製
油
用
大
豆
枠
の
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を

割
り
当
て
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
割
当
方
法
に
つ
い
て
は
、
種
々
検
討
の
結
果
、
次
の
理
由
に
基
い
て
中
小
企

業
等
協
同
組
合
法
に
基
く
全
国
組
織
で
あ
る
日
本
油
糧
工
業
協
同
組
合
連
合
会(

以
下
「
日
油
連
」
と
い
う
。) 

を

通
じ
て
配
分
す
る
こ
と
と
し
、
日
油
連
に
一
括
発
券
を
行
つ
た
。 

（（2） 

配
分
対
象
工
場
の
大
部
分
が
い
わ
ゆ
る
山
工
場
と
称
さ
れ
る
中
小
企
業
者
で
あ
つ
て
、
個
々
の
工
場
の
実 

1） 

中
小
企
業
協
同
組
合
が
そ
の
本
来
の
機
能
と
し
て
行
う
原
料
の
共
同
購
入 



二 

輸
入
な
た
ね
の
割
当
に
つ
い
て 

な
た
ね
に
つ
い
て
は
、
国
産
な
た
ね
の
端
境
期
に
お
け
る
原
料
対
策
及
び
主
と
し
て
な
た
ね
を
製
油
す
る
中

小
工
場
対
策
と
し
て
昭
和
三
十
年
度
か
ら
外
国
産
な
た
ね
の
臨
時
的
な
輸
入
を
行
つ
て
き
た
が
、
そ
の
割
当
の

方
法
は
前
記
大
豆
の
場
合
に
比
べ
て
さ
ら
に
割
当
対
象
工
場
が
零
細
多
数
に
わ
た
つ
て
い
る
の
で
、
そ
の
全
量

の
八
割
を
中
小
業
者
の
団
体
で
あ
る
日
油
連
に
一
括
割
当
を
行
い
、
そ
の
内
部
配
分
に
つ
い
て
は
、
組
合
の
公

的
機
関
で
あ
る
理
事
会
に
諮
ら
せ
る
な
ど
し
て
自
主
的
か
つ
公
正
に
行
わ
れ
る
よ
う
指
導
し
て
き
た
が
、
今
後 

態
が
把
握
し
が
た
い
と
い
う
割
当
技
術
上
の
困
難
性 

日
油
連
の
行
う
組
合
員
別
内
部
配
分
に
つ
い
て
は
、
公
正
に
行
う
よ
う
指
導
し
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
報

告
を
徴
し
て
き
た
が
、
そ
の
間
工
場
別
の
実
態
調
査
を
行
う
な
ど
種
々
検
討
を
続
け
、
昭
和
三
十
三
年
下
期

か
ら
は
、
日
油
連
内
部
の
工
場
別
配
分
は
、
食
糧
庁
の
定
め
た
割
当
基
準
に
よ
る
算
定
の
通
り
に
実
施
さ
せ

る
よ
う
に
改
め
、
さ
ら
に
現
在
は
食
糧
庁
に
よ
る
公
正
な
配
分
が
な
さ
れ
て
い
る
。 

四 

 



三 

昭
和
三
十
二
年
度
に
お
け
る
輸
入
な
た
ね
の
外
貨
割
当
に
つ
い
て 

（4） 

な
お
、
日
油
連
の
発
注
に
係
る
太
洋
物
産
株
式
会
社(
以
下
「
太
洋
」
と
い
う
。)  

に
対
す
る
当
該
割
当
分 

（3） 

前
記

（2）
に
基
く
外
貨
資
金
の
割
当
総
額
は
、
一
、
七
二
四
、
九
九
五
・
〇
〇
ド
ル
（
申
請
数
量
一
七
、
二
五
二 

（2） 

こ
の
依
頼
に
基
き
、
通
商
局
長
は
昭
和
三
十
三
年
二
月
二
十
六
日
付
を
も
つ
て
「
輸
入
発
表
第
四
八
号
」 

（1） 

昭
和
三
十
二
年
度
に
お
け
る
輸
入
な
た
ね
の
外
貨
資
金
割
当
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
十
三
年
二
月
十
九
日 

相
当
期
間
恒
常
的
に
こ
う
い
う
輸
入
が
行
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
前
記
大
豆
の
場
合
と
同
様
食
糧
庁
の
割
当
基
準

に
基
い
て
工
場
の
処
理
実
績
に
よ
り
合
理
的
な
配
分
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
の
で
、
そ
れ
に

必
要
な
資
料
の
検
討
を
行
つ
て
い
る
次
第
で
あ
る
。 

お
よ
び
「
外
貨
資
金
割
当
基
準
第
一
五
号
」
の
公
表
を
行
つ
た
。 

付
を
も
つ
て
農
林
省
農
林
経
済
局
長
よ
り
通
商
産
業
省
通
商
局
長
あ
て
書
面
で
正
式
に
依
頼
し
た
。 

Ｍ
／
Ｔ
）
で
あ
る
。 

五 

 



(
長
山
丸
関
係
分)

は
、
一
、
〇
九
二
、
五
〇
〇
・
〇
〇
ド
ル
で
、
こ
の
輸
入
状
況
の
明
細
は
次
の
と
お
り
で
あ

る
。 

（
ハ
）
こ
れ
よ
り
先
、
太
洋
は
、
日
油
連
と
の
間
に
、
昭
和
三
十
二
年
九
月
十
一
日
付
を
も
つ
て
一
〇
、
〇
〇

〇
Ｍ
／
Ｔ
（
単
価
正
味
六
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
り
二
、
九
五
〇
円
、
横
浜
お
よ
び
神
戸
貨
車
乗
渡
条
件
）
の
売 

（
ロ
）
太
洋
は
、
三
十
三
年
三
月
一
日
カ
ナ
ダ
の
ジ
ェ
イ
・
ゴ
ー
デ
ン 

ロ
ス 

シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
と
カ
ナ
ダ
産

な
た
ね
一
一
、
一
七
五
Ｍ
／
Ｔ
（
単
価
九
七
・
七
五
ド
ル
、
一
Ｍ
／
Ｔ
当
り
Ｆ
Ｏ
Ｂ
ビ
ィ
ク
ト
リ
ア
三
月
積
）

の
売
買
契
約
を
締
結
し
、
三
月
六
日
信
用
状
一
、
〇
九
二
、
三
五
六
・
二
五
ド
ル
を
前
記
シ
ッ
パ
ー
あ
て
開

設
し
た
。 

（
イ
）
太
洋
は
、
前
記

（2）
の
輸
入
発
表
に
基
き
、
昭
和
三
十
三
年
二
月
二
十
八
日
通
産
省
に
対
し
輸
入
な
た 

ね
外
貨
資
金
一
、
〇
九
二
、
五
〇
〇
・
〇
〇
ド
ル
（
約
一
一
、
一
七
五
Ｍ
／
Ｔ 

単
価
Ｆ
Ｏ
Ｂ
九
七
・
七
五
ド

ル
）
の
割
当
を
申
請
し
、
同
年
三
月
三
日
に
申
請
額
の
外
貨
割
当
を
受
け
た
。 

六 

 



四 

日
本
油
糧
株
式
会
社
に
つ
い
て 

（
ニ
）
太
洋
は
、
三
十
三
年
三
月
十
三
日
カ
ナ
ダ
ビ
ィ
ク
ト
リ
ア
に
お
い
て
、
カ
ナ
ダ
産
な
た
ね
一
一
、
〇
一

九
・
一
四
Ｍ
／
Ｔ
（
一
、
〇
七
七
、
一
二
一
・
〇
三
ド
ル
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）
を
長
山
丸
に
船
積
し
、
三
月
二
十
六
日
本
船

横
浜
入
港
後
直
ち
に
荷
揚
を
開
始
し
六
、
〇
一
六
・
〇
三
一
九
Ｍ
／
Ｔ
陸
揚
げ
後
、
神
戸
に
回
航
の
上
、
神

戸
港
揚
四
、
九
四
七
・
五
六
七
Ｍ
／
Ｔ 

合
計
一
〇
、
九
六
三
・
五
九
八
九
（
一
、
一
五
二
、
二
九
三
・
六
〇
ド
ル

Ｃ
Ｉ
Ｆ
）
を
荷
揚
通
関
し
、
直
ち
に
横
浜
港
よ
り
六
、
〇
一
六
・
〇
三
一
九
Ｍ
／
Ｔ
、
神
戸
港
よ
り
四
、
三
七

九
・
三
二
七
Ｍ
／
Ｔ
合
計
一
〇
、
三
九
五
・
三
五
八
九
Ｍ
／
Ｔ
を
、
日
油
連
の
指
示
す
る
各
工
場
向
け
に
、

発
送
す
る
と
同
時
に
貨
物
代
金
を
受
領
し
た
。 

日
本
油
糧
株
式
会
社
は
、
日
油
連
の
組
合
員
の
総
意
に
基
い
て
日
油
連
関
係
の
原
料
共
同
購
入
及
び
製
品
の 

買
契
約
を
締
結
し
、
さ
ら
に
三
十
三
年
二
月
二
十
一
日
右
契
約
中
単
価
二
、
九
五
〇
円
を
二
、
九
〇
〇
円
に

改
め
る
旨
の
更
改
契
約
を
締
結
し
た
。 

七 

 



五 

日
油
連
の
割
当
に
関
す
る
報
告 

六 

日
油
連
の
決
算
書
類
等
に
つ
い
て 

（1） 

昭
和
三
十
二
年
六
月
二
十
四
日
付
で
日
油
連
よ
り
提
出
の
あ
つ
た
昭
和
三
十
一
年
度
決
算
書
類
並
び
に
そ 

大
豆
及
び
な
た
ね
の
日
油
連
の
内
部
配
分
に
つ
い
て
は
前
記
の
ご
と
く
常
に
公
正
に
行
わ
れ
る
よ
う
指
導 

し
、
割
当
結
果
に
つ
い
て
は
要
領
に
基
い
て
毎
期
必
ず
報
告
を
徴
し
、
割
当
が
不
公
平
に
な
ら
な
い
よ
う
監
督

を
行
つ
て
き
た
。 

共
同
販
売
な
ど
の
経
済
行
為
の
代
行
を
す
る
機
関
で
あ
る
か
ら
、
行
政
官
庁
と
し
て
格
別
の
措
置
を
と
る
必
要

は
な
い
も
の
と
考
え
る
。 

の
補
完
の
た
め
同
年
八
月
三
十
一
日
付
で
提
出
さ
れ
た
公
認
会
計
士
の
監
査
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
組
合
法

上
特
に
違
反
事
実
は
認
め
ら
れ
な
か
つ
た
。 

な
お
、
前
記
決
算
書
類
を
承
認
し
た
昭
和
三
十
二
年
度
通
常
総
会
は
、
昭
和
三
十
二
年
五
月
二
十
二
日
に
開 

八 

 



（4） 

な
お
、
日
油
連
及
び
日
本
油
糧
株
式
会
社
の
課
税
状
況
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

（3） 

日
油
連
に
つ
い
て
は
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
上
常
例
的
に
検
査
を
行
う
建
前
に
は
な
つ
て
お
ら
ず
、 

（2） 

前
記
総
会
の
前
後
、
日
油
連
の
会
員
た
る
三
重
県
組
合
の
丹
羽
氏
が
連
合
会
の
業
務
運
営
の
不
当
を
口
頭 

か
つ
ま
た
、
前
記
の
事
情
に
照
ら
し
職
権
検
査
の
必
要
も
な
い
と
考
え
た
の
で
、
今
ま
で
に
検
査
を
し
た
こ

と
は
な
い
。 

に
て
数
回
説
明
さ
れ
た
が
、
個
人
の
口
頭
に
よ
る
不
平
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
適
切
で
な
い
の
で
、
組
合
法

第
百
四
条
に
よ
る
不
服
申
出
書
を
提
出
さ
れ
る
よ
う
指
示
し
た
が
、
不
服
申
出
書
の
提
出
は
な
か
つ
た
。 

催
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
組
合
法
第
百
五
条
の
二
に
基
く
前
記
提
出
書
類
に
つ
い
て
は
、
監
事
の
署
名
押
印
を

要
す
る
も
の
は
な
い
。 

な
お
、
そ
の
後
本
件
に
つ
い
て
丹
羽
氏
が
東
京
地
検
に
告
発
し
、
現
在
司
直
の
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
模

様
で
あ
る
。 

九 

 



七 

人
事
管
理
に
つ
い
て 

          

一
〇 

 



 

一
一 

食
糧
庁
業
務
第
二
部
油
脂
課
員
に
つ
い
て
の
ご
指
摘
の
点
は
、
従
来
か
ら
も
十
分
注
意
し
て
い
る
の
で
そ
の

よ
う
な
事
実
は
絶
対
に
な
い
と
信
じ
て
い
る
が
、
な
お
、
今
後
も
そ
の
よ
う
な
こ
と
の
な
い
よ
う
指
導
監
督
と

人
事
管
理
を
一
層
徹
底
し
て
疑
惑
を
招
く
こ
と
の
な
い
よ
う
注
意
し
た
い
。 

八 

今
後
の
方
針
に
つ
い
て 

輸
入
大
豆
及
び
な
た
ね
の
日
油
連
内
部
配
分
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
如
く
、
今
後
は
日
油
連
に
一
任
す
る
こ

と
な
く
食
糧
庁
の
指
示
に
基
い
て
配
分
さ
せ
る
よ
う
に
改
め
る
な
ど
の
措
置
を
講
じ
、
日
油
連
及
び
日
本
油
糧

株
式
会
社
に
つ
い
て
は
、
組
合
員
の
意
向
に
反
す
る
よ
う
な
運
営
が
な
さ
れ
な
い
こ
と
は
勿
論
、
中
小
企
業
等

組
合
本
来
の
使
命
が
達
成
さ
れ
る
よ
う
今
後
と
も
充
分
な
指
導
監
督
を
行
つ
て
行
き
た
い
。 

右
答
弁
す
る
。 




